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節
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第二章 奈良市の成立

明
治
三
十

一
年

(
天
九八
)
二
月

一
日
、
奈
良
市
が
誕
生
し
た
。
戸
数
五
六

=
二
戸
、
人

口
二
万
九
九
八
六
人

奈
良
市
の
誕
生

(男
一万
五
二
九
七
人
、

女
一万
四
六
八
九
人
)、
旧
奈
良
町
の
地
、
面
積
約
二
三

・
八
平
方
キ
。、
奈
良
県
最
初
の
市
で
あ
る
。
全
国

で
第
四
五

番
目
の
市
制
施
行

で
あ

っ
た
。

さ
き
に
み
た
よ
う
に

(第
一
節
1
)
、
明
治
二
十

一
年

(
天
八八)、
市
制

・
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
当
時
、
奈
良
は
市
制
施
行
に
必
要
な
三
万

人

の
人
口
に
は
ほ
ど
遠
く
市
制

の
施
行
は
他
日
を
期
す
ほ
か
な
か

っ
た
。

翌
年
四
月
町
制
が
施
行
さ
れ
た
が
、
奈
良
町
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
二
十
年

(一八八七)
、
再
設
置
さ
れ
た
奈
良
県
の
県
庁
所
在

地

で
あ
る
。
し
か
も
前
節

で
述

べ
た
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
代
に
は
、
鉄
道
の
開
通
に
よ

っ
て
大
阪

・
京
都
方
面
と

の
交
通
の
便
も
よ

く
な
り
、
商
工
業
も
よ
う
や
く
勃
興
し
、
各
種

の
銀
行
や
会
社
も
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
奈
良
公
園
の
拡
張
整
備
も
す
す
ん
で

遊
覧
客
も
ふ
え
て
き
た
。
ま
た
、
二
十
七
年
に
三
条
通
り
の
拡
張
が
あ
り
、
電
灯
会
社
が

で
き
て
電
灯
が

つ
く
よ
う
に
な
る
し
、
翌

年

に
は
帝
国
奈
良
博
物
館

の
開
館
、
県
庁
舎

の
新
築
が
あ
る
な
ど
、
県
都
と
し
て
そ
の
姿
を
整
え
は
じ
め
た
。
日
清
戦
争

(醐
讐
斗
咄
煽

砌
～
)
ご
ろ
か
ら
、
戸
数

・
人
口
と
も
急
増

の
傾
向
を
示
し
、
明
治
二
十
九
年
に
は
戸
数
五
四
三
五
戸
、
人

口
二
万
九
四
九
八
人
を
数

え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
人
口
は
年
間
平
均
し
て
六
七
八
人
の
増
加
と
な

っ
た
。
奈
良
町
は
名
実
と
も
に
大
和
地
方
の
中
心
地
と
し
て
の

地
位
を
確
立
し

つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
日
清
戦
争
後
に
な
る
と
市
制
施
行
を
の
ぞ
む
声
は
、
町
民
の
世
論
と
な

っ
た
。
明
治
二
十
九
年

(一八九δ

十

二
月
開
会
の
町
会
で
、
市
制
施
行
調
査
委
員
会
の
設
置
が
満
場

一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
同
委
員
会
は

=
二
人

で
構
成
さ
れ
た
。
町
会

議
員
か
ら
鍵
田
忠
次
郎

・
並
河
清
望

・
平
岡
彌
平

・
松
井
元
淳

・
八
木
逸
郎

・
青
田
吉
三
郎

・
植
村
久
義

・
玉
田
金

三
郎

の
八
人
、
町

民
中
か
ら
藤
井
吉
平

・
名
和
藤
七

・
橋
井
善
二
郎

・
山
本
和
三
郎

・
中
野
為

一
の
五
人
が
選
ば
れ
て
委
員
と
な

っ
た
。

こ
の
委
員
会
で
は
、
市
制
施
行
に
関
し
、
資
力
の
有
無

・
将
来
発
達
上

の
利
害

・
経
済
上

の
得
失
な
ど
さ
ま
ざ
ま

の
調
査
を
行
い
、

明
治
三
十
年

(
一八九七)
十

一
月
の
町
会
に
、
調
査
結
果
を
提
出
し
た
。

同
月
十
五
日
、

本
町
は
実
に
三
万
に
垂
ん
た
る
人
口
を
有
し
、
其
大
多
数
は
商
工
業
に
し
て
純
然
た
る
市
街
を
為
し
、
尚

一
年
繁
栄
の
域
に
進
み
つ
つ
あ
り
、

(中
略
)
是
を
以
て
町
を
変
じ
市
と
為
す
は
、
町
民
の
福
利
を
増
進
す
る
に
於
て
最
も
必
須
な
り
。

(=調就
鞭
欄
旧
膈
櫚
炉
醐
儲
)

と

の
建
議
案
が
満
場

一
致
で
可
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
十
二
箇
条

の
理
由
書
な
ら
び
に
四
三
の
各
種
統
計
表
な
ど
を
添

え
て
、
請
願
委
員

と
し
て
松
井
元
淳
町
長
と
鍵
田
忠
次
郎
は
翌
年

一
月
十
日
、
東
京

に
お
も
む
き
、
樺
山
資
紀
内
務
大
臣
に

「市
制
施
行
申
請
書
」
を
提

出
し
た
。
そ
の
結
果
、
政
府
も
奈
良
市
制

の
必
要
を
み
と
め
、

内
務
省
告
示
第
三
号

明
治
二
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
郡
制
第
二
条
二
依
リ
明
治
三
十

一
年
二
月

一
日
ヨ
リ
奈
良
県
添
上
郡
奈
良
町
ヲ
市
ト
為
ス

明
治
三
十

一
年

一
月
二
十
日

内
務
大
臣

子
爵

芳
川
顕
正

(
『官
報
』
第
四
三
六
二
号

明
治
三
十
一年
一月
二
十
日
)

と

の
内
務
省
告
示
が
行
わ
れ
、
明
治
三
十

一
年
二
月

一
日
を
も

っ
て
奈
良
町
を
奈
良
市
と
す
る
こ
と
が
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

市
制
発
足
当
時
、
奈
良
市
の
市
域
は
旧
奈
良
町
の
地
、
南
北

一
里

(約
三
・

九
キ。
)
余
、
東
西
二
四
丁

(躪
訌
.)
の
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
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で
あ

っ
た
。
し
か
も
こ
の
中

に
は
広
大
な
公
園

・
神
社

・
寺
院

の
地
が
あ

っ
て
、
そ
れ
は
全
町
の
四
分
の

一
を
し
め

て
い
た
。
ま
た
田

畑

の
面
積
は
宅
地

の
そ
れ
を
上
回

っ
て
い
た
。
神
社
仏
閣
と
広
い
公
園
、
そ
し
て
田
園
の
ひ
ろ
が
る
町
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ

の
後
は
年
と
と
も
に
都
市
化
が
す
す
み
、
鉄
道

の
発
達
に
と
も
な

っ
て
奈
良
駅
周
辺
を
は
じ
め
市
域
の
西
南
部
も
発
展
の
道
を
た
ど

る

こ
と
に
な
る
。

市
制
が
ほ
ぼ
整
備
さ
れ
た
明
治
三
十
六
年

(一九〇三)
四
月
、
従
来
市
内
で
用
い
ら
れ
て
き
た
大
字
の
呼
称
を
廃
止

し
、

そ
の
名
称

に

町

の
字
を
付
け
て

「何
町
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
後
、
大
正
十
二
年

(一九二三)
四
月

一
日
、
近
接
の
添
上

郡
佐
保
村

(灘
韆
争

時
辭
)
を
奈
良
市
に
合
併
編
入
す
る
。

内
務
省

の
奈
良
市
制
認
可
に
よ
り
、
た
だ
ち
に
市
政
機
関
の
整
備
が
は
か
ら
れ
た
。
奈
良
県
属
安
元
彦
助
が
市
長

事
務
取
扱
を
命
じ
ら
れ
、
市
会
の
組
織
、
市
長

・
助
役

・
収
入
役
の
任
命
に
着
手
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

ま
ず
、
市
会
議
員
選
挙
人
名
簿
が
作
成
さ
れ
、
明
治
三
十

一
年

(穴
九八)
四
月
二
、
三
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
東

寺
林
町

に
あ

っ
た

元
奈
良
高
等
小
学
校

(現
な
ら
ま
ち
セ
ン
タ
ー

の
と
こ
ろ
に
あ
った

)

で
、
三
級

・
二
級

・
一
級
の
選
挙
人
に
よ
る
選
挙
が
行
わ
れ
、
市
会
議
員
、
三
〇
人
が
決
定

し
た

(当
時
の
市
会
議
員
選
挙

に
つ
い
て
は
次
項
参
照
)
。

つ
い
で
四
月
九
日
、
は
じ
め

て
市
会
を
開
き
、
市
長
事
務
取
扱
安
元
彦
助
の
指
名
で
、
最
年
長
の
符
阪
瀧
蔵
が
仮
議
長
と
な
り
、
市

会
議
長
に
大
森
吉
兵
衛
、
議
長
代
理
者
に
梅
田
春
保
を
選
挙
し
、

つ
ぎ
に
桐
島
祥
陽

・
松
井
元
淳

・
植
村
久
義
の
三
人
を
第

一
か
ら
第

三
ま
で
の
市
長
候
補
者
と
し
て
推
薦
し
た
。
四
月
二
十
三
日
、
内
務
省
か
ら
第

一
候
補
者
で
あ
る
桐
島
祥
陽
に
初
代
奈
良
市
長
就
任
の

裁
可
が
あ
り
、
同
月
二
十
五
日
就
任
し
た
。

市
政
機
関
と
し
て
は
、
ま
ず
執
行
機
関
と
し
て
、
当
時
の
市
制
に
基
づ
き
、
市
長

・
助
役
お
よ
び
市
参
事
会
員

(飾
殿
輔
煽
ら○
蠶
鹹
赴
劭
肺

糖
)
と
で
構
成
さ
れ
る
市
参
事
会
を
お
い
た
。
議
決
機
関
と
し
て
市
会
が
設
置
さ
れ
た
。

市

政

機

関

の

創

出
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市
長
は
市
を
代
表
す
る
と
と
も
に
、
市
政
を
統
括
し
、

こ
れ
を
補
佐
す
る
た
め
助
役
二
人
、
収
入
役

一
人
が
お
か
れ
た
。
そ
の
後
、

明
治
四
十
四
年

(一九
二
)
四
月
、
市
制
改
正
と
と
も
に
、
市
長
の
み
が
執
行
機
関
と
な
り
、
市
参
事
会
は
歳
入
出
予
算
割
当

て
額

の
決

定
、
市
税
減
免
な
ど
を
決
議
し
、
ま
た
市
長
か
ら
市
会
に
提
出
す
る
議
案
に
つ
い
て
、
前
も

っ
て
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
な
ど
が
、

そ

の
主
な
も
の
と
な

っ
た
。

明
治
三
十

一
年

(天
九八)
四
月
二
十
八
日
、
市
会
が
開
会
さ
れ
、
助
役

・
市
参
事
会
員
の
選
挙
を
行
い
、
助
役

に
陶
山
郁
二
郎
が
満

場

一
致

で
当
選
、
名
誉
市
参
事
会
員
に
は
、
植
村
久
義

・
並
河
清
望

・
平
岡
彌
平

・
松
井
元
淳

・
松
宮
宇
七

・
木
本
孫
次
郎
の
六
人
を

選
出
し
た
。
並
河
以
外
は
す

べ
て
市
会
議
員

で
あ

っ
た
。

つ
い
で
収
入
役
に
斉
田
寅
吉
が
推
薦
さ
れ
て
任
命
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
明
治
三
十

一
年
四
月
二
十
九
日
、
事
務
引
継
ぎ
、
市
吏
員
の
任
命
が
あ
り
、
奈
良
市
の
行
政
機
関
の
実
態
が
そ
な
わ

っ
た
。

さ
て
、

こ
こ
で
当
時

の
市
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
述

べ
て
お
く

こ
と
に
す
る
。
現
在
と
は
大
き
く
異
な
り
、
そ

の
実
態
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
日
本
帝
国
憲
法

(明
治
憲
法
)
の
も
と
で
は
、

財
産
に
よ
る
制
限

選
挙
が
な
が
く

つ
づ
い
た
が
、
市

・
町
村
制

に
基
づ
く
市
町
村
会
議
員
の
選
挙
に
は
、
等
級
選
挙
と
い
う
方
法
が
用

い
ら
れ
た
。
市

・

町
村
制
は
、
明
治
憲
法

の
公
布

に
さ
き
だ

っ
て
、
帝
国
議
会

の
審
議
を
経
る
こ
と
な
し
に
明
治
二
十

一
年

(
天
八八)
、

当
時

の
内
相
山

縣
有
朋
の
も
と
で
、
プ

ロ
シ
ャ
の
地
方
制
度
を
模
倣
し
て
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

当
時
の
市
制
で
は
、
市
の
自
治
権
は
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
て
い
て
、
官
選

の
府
県
知
事
と
内
務
大
臣
と
の
二
重
の
監
督
下
に
お
か
れ

て
い
た
。
市
の
住
民
の
う
ち
選
挙
権
や
被
選
挙
権
を
も

つ
公
民
と
さ
れ
た
の
は
、
二
五
歳
以
上

の
男
子

で
二
年
以
上
市
の
住
民
と
し
て

市

の
負
担
を
分
任
し

(具
体
的
に
は
市
税

を
納
め
て
お
り

)、
市
内
に
お
い
て
地
租
ま
た
は
二
円
以
上
の
直
接
国
税
を
納
あ
る
も
の
に
限

ら
れ
て
い
た
。
市

会
議
員
選
挙
は
、
選
挙
権

・
被
選
挙
権
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
制
限
が
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
三
等
級

に
区
分
さ
れ
た
等
級

選
挙
、
し
か
も
連
記
投
票
で
行
わ
れ
、
市
会
議
員
の
任
期
は
六
年
で
、
三
年
ご
と
に
半
数
が
改
選
さ
れ
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
た
。

当

時

の

市

会

議

員

選

挙
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三
級
選
挙
と
い
う
の
は
、
「選
挙
人
中
直
接
市
税
の
納
額
多
き
者
を
合
わ
せ
て
選
挙
入
総
員
の
納
む
る
総
額

の
三
分

一
に
当
た
る
可

き
者
」
を

一
級
と
し
、

つ
ぎ
に
直
接
市
税
の
納
額
多
き
者
を
合
わ
せ
て
選
挙
人
総
員
の
納
め
る
総
額

の
三
分

一
に
あ
た
る
者
を
二
級
と

し
、
あ
と
の
者
を
三
級
と
し
、
各
級
選
挙
人
に
議
員
の
三
分
の

一
ず

つ
を
選
挙
さ
せ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ

っ
た
。
被
選
挙
資
格

の
方

は
、
公
民
で
さ
え
あ
れ
ば
ど
の
級
か
ら
で
も
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
市
公
民
で
な
い
個
人
ま
た
は
法
人
で
も
、
直
接
市
税
の
納

付
額
が
市
公
民
の
最
も
多
く
納
税
す
る
者
三
人
の
う
ち
の

一
人
よ
り
も
多
い
と
き
は
選
挙
権
を
持

つ
と
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
奈
良
に
市
制
が
し
か
れ
た
こ
ろ
、
奈
良
市
に
は
市
会
議
員
の
選
挙
権
を
持

つ
人
が
ど
れ
く
ら
い
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

市

の
公
報
が
発
行
さ
れ
る
の
が
明
治
三
十
六
年

(一九〇三)
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
は
い
ま
の
と
こ
ろ
よ
く
わ

か
ら
な

い
。

し
か

し
、
『市
公
報
』
が
発
行
さ
れ
る
と
、
市
会
議
員
選
挙

の
こ
と
が
、
系
統
的

で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

明
治
三
十
六
年

(一九0≫1>
三
月
三
十
日
に
市
会
議
員
の
補
欠
選
挙
が
あ
り
、
「
撰
挙
原
簿
ヲ
調
整
セ
リ
、
其
各
級
別
人
員
左

ノ
如

シ
」

(
『奈
良
市
公
報
』
第
二
十
号
、

明
治
三
十
七
年
二
月
五
日
発
行
)
と
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と

コ

級

四
八
人
、
二
級

一
二

一
人
、
三
級

一
六
三
六
人
」

で
あ

っ
た
。

ま
た
、
明
治
三
十
九
年

(一九〇六)
七
月
十
三
日
に

つ
く

っ
た
選
挙
原
簿
の
結
果
を
掲
載
し
た

『
奈
良
市
公
報
』

(櫛
軌
計
肛
男
ド
醐
黼
御
)

に
は
、
市
税
の
納
税
額
と
選
挙
人

の
数
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

選
挙
有
権
者
総
納
額

三
万
〇
一
三
二
円
七
二
銭

選
挙
有
権
者
総
員

一
六
一
八
人

内
訳

三
級
納
額

一
X
0
0
0

1
円
〇

一銭

人
員

一
三
七
六
入

二
級
納
額

一
万
○
〇
五
九
円
五
三
銭

人
員

一
九
七
人

一
級
納
額

一
万
○
〇
七
二
円

一
八
銭

入
員

四
五
人
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(
ち
な
み
に
明
治
三
十
九
年
度
の
市
税
収
入
総
額
は
、
三
万
〇
六
〇
二
円
で
あ

っ
た
。)

つ
ま

り
、

等

級

選
挙

は
市

税

の
納

入
額

に

よ

っ
て

一
定

の
議

員

(
奈
良
市
の
場
合
は
人
ロ
五
万
人
未
満
で
あ
る
か
ら
、
市
会
議
員
の
定
員

は
三
〇
人
と
決
め
ら
れ
て
お
り
、
三
年
ご
と
に
一
五
人
が
改
選
さ
れ
た
)
、

す

な

わ

ち

改

選

の
場

合

は
、

各

級

で
五
人

ず

つ
の
議

員

を

選

ぶ
仕

組

み

に
な

っ
て

お

り
、

多

額

の
市

税

を

支

払

う

ご

く

少

数

の
財

産

家

な

い
し

名

望

家

た

ち

が
、

市

政

を
支

配

す

る

の

に

き

わ

め

て
有

利

な

制

度

で
あ

っ
た
。

実

際

の
選
挙

は

ど

の
よ

う

に
行

わ

れ

た

の

か
、

詳

細

な

解

明

は
今

後

の
課

題

で
あ

る
が

、

こ

こ

で

は
、

明

治

三

十

七

年

(
一九
〇
四
)

四

月

に
行

わ

れ

た
市

会

議

員

定

期

改

選

の
得

票

結

果

を

掲

げ

て

お
く

。

三
級四

四
五

梅
田

春
保

三
五
四

高
田

文
雄

四
一
八

畑
野
吉
次
郎

三
四
五

松
田
市
太
郎

三
八
〇

飯
田

善
夫

三
三
五

有
馬

市
松

三
七
四

名
和

藤
七

三
二
九

松
塚

喜
六

三
五
四

吉
田

鉄
蔵

三
二
九

足
代
秀
太
郎

以
下
、
四
十
七
人
が

一
二
な
い
し

一
の
散
票

二
級一

〇
八

益
田

甚
七

七
七

青
田
藤
七
郎

九
五

角
谷

定
七

七
五

芝
好

恭
三

八
九

松
石
源
三
郎

六
三

蓼
原

好
規

八
五

勝
村

直
助

六

一

寺
田

脩

166



第二章 奈良市の成立

八
五

高
橋
由
太
郎

一
級

二
九

吉
川
彌
兵
衛

二
九

島
田
平
右
衛
門

二
八

松
井

元
淳

二
五

中
村

雅
真

一
ゴ
ニ

田
畑

孝
七

四
八

中
島
伊
三
郎

以
下
、
三
十
九
人
が
四
な

い
し

一
の
散

票

一
四

松
塚

詣暑
六

一
四

橋
井
善
次
郎

=
二

薬
師
院
保
祐

以
下
、
十
二
人
が
四
な

い
し

一
の
散
票

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
各
級
五
人
ず

つ
の
改
選
に
あ
た
り
、
三
級
で
は
定
員
の
倍
数
に
票
が
集
中
さ
れ
、
ま
た
二
級

で
は
上
位
五

人

に
比
較
的
多
数
の
票
が
集
ま
り
、
と
り
わ
け

一
級
で
は
定
員
の
五
人
に
票
が
ほ
ぼ
集
中
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
選
挙

の
事
前

に

各
級
に
な
ん
ら
か
の
申
合
わ
せ
が
あ

っ
た
こ
と
、
選
挙
人
の
数
が
少
な
い
ほ
ど

一
本
化
の
話
合
い
は
容
易

で
あ

っ
た

こ
と
、
選
挙
人

の

多

い
三
級
で
は
申
合
わ
せ
が

一
本
化
で
き
な
い
事
情
が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
、

い
ま
そ
の
詳
細
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
。

草

創

期

の

市
の
庁
舎
は
、
東
寺
林
町
の
町
役
場
を
そ
の
ま
ま
修
繕
し
て
こ
れ
に
あ
て
た

(の
ち
、
大
正
三
年
く
一九
一四
V
改

築
、
昭
和
四
年
〈
一九
二
九
〉
新
築
)
。
市
職

市

行

政

機

構

員

(当
時
は
吏
員

と
称
し
た

)
は
、
市
制
施
行
当
初
、
わ
ず
か
に
書
記

一
七
人
、
付
属
員
九
人
、
使
丁
八
人

で
あ

っ
た
。
翌
明

治
三
十
二
年

(天
九九)
に
、
技
手

・
書
記
補
な
ど
の
制
度
が
設
け
ら
れ
増
員
さ
れ
た
。
市
の
各
分
課
制
度
が
だ
ん
だ

ん
整
備
さ
れ
る
に

つ
れ
、
職
員
も
増
加
し
、
主
事

・
技
師

・
視
学

・
書
記

・
技
手

・
助
手

・
掃
除
監
督
な
ど
を
お
く
よ
う
に
な
り
、
各
課
に
は
課
長

・
各

係
主
任
を
お
く
な
ど
、
職
員
の
規
定
数
も
年
々
増
加
を
み
た
。
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奈良市徽章(r奈 良市公報』3号)

市
役
所
の
行
政
機
構
も
、
奈
良
市
発
足
当
初
は
四
科
九
掛
の
き
わ
め
て

簡
素
な
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち

〔第

一
科
〕
庶
務
掛

・
兵
事
掛

・
戸

籍
掛
、
〔第
二
科
〕
農
工
商
掛

(勦
購
勧
)

・
土
木
掛
、
〔第
三
科
〕
学
務
掛

・

衛
生
掛
、
〔第
四
科
〕
収
税
掛

・
会
計
掛

で
あ
る
。

そ
の
後
、
大
正
四
年

(五

五)
四
月
、
従
来
の
処
務
規
定
を
改
正
し
、
第

一
課
に
秘
書
係

・
庶

務
係
、
第
二
課
に
学
事
係

・
兵
事
戸
籍
係

・
勧
業
係

・
土
木
係

・
衛
生
係
、

第
三
課
に
会
計
係
を
お
く
三
課
八
係
制
と
な
り
、
別
に
水
道
敷
設
部
を
お

い
た
。
ま
た
同
十
年
に
は
六
課
制
と
な
り
、

つ
い
で
同
十
五
年
四
月
に
は
、

168

第

一
部

・
第
二
部

の
下
に
九
課
を
お
く
機
構
に
改
め
ら
れ
た
。

明
治
三
十
六
年

(一九
〇三)
ご
ろ
に
な
る
と
、
市
制
の
整
備
と
と
も
に
施
政
上
に
も
新
し
い
企
画
を
見
る
よ
う
に
な

っ
た
。

同
年
四
月

か
ら
、
毎
月
五
日

・
二
十
日
の
二
回
、
『市
公
報
」
を
発
行
し
、
ま
た
臨
時
に
急
を
要
す
る
と
き
に
は

『市
公
報
号
外
』
を
発
行
す
る

こ
と
に
な

っ
た
。
四
月
五
日
は
日
曜
日
で
あ

っ
た
た
め
、
翌
六
日
に
第

一
号
が
創
刊
さ
れ
た
。

こ
の
四
月
二
十
三
日
に
は
、
市
会
の
決
議
を
経

て
、
市
の
徽
章
が
制
定
さ
れ
、
五
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
市
徽
章

の
意
匠
に
つ
い
て

『市
公
報
』
に

つ
ぎ
の
よ
う
な
解
説
が
載
せ
ら
れ
た
。

一
、
桜
花
を
式
と
せ
し
は
平
城
朝
の
歌
人
、
太
宰
少
貮
小
野
老
朝
臣
の
歌

あ
ほ

に

よ
し

な

ら

み

や

こ

は

さ
く
は
な

の
か
ほ
る
が
ご
と
く
い
ま
さ
か
り
な
り

 青
丹
吉
寧
楽

の
京
師
者
咲

花
乃

薫

如

今

盛

有

万
葉
集
略

解
云

元
明
天
皇

の
時
、

奈
良

に
都

を
遷

さ
れ
し
よ
り
、
聖
武
天
皇

の
御
時

に
至

り
て
弥
盛
な

り
し
な

る
べ
し
と
あ

る
に
よ
り
、

又

一
条
天
皇

の
御
時

に
伊
賀

の
花
垣

の
荘

を
寄

せ
ら
れ
た
る
八
重
桜
あ

り
、
又
興
福
寺

の
玄
宗
法
師

の
愛
せ
し
楊
貴
妃
桜
も
あ
り

て
、
花

と
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し

い

へ
ば
奈
良
な
る

こ
と
お
の
つ
と
想
像

せ
ら
る
れ
ば
な
り
。

附
言

続
日
本

紀
に
、
天
平
九
年
六
月
、
太
宰
大
貮
従

四
位
下

に
て
卒
す
と
あ
り
。
歌

に
て
花
と
い
ふ
題

に
て
は
桜

の
事
を
読
む
を
常
と
す

一
、
奈

の
字
は
花
蘂

の
如
く
に
画
く

べ
し
、
そ
の
奈

の
字

の

コ
不
」

は
日
月
星

の
三
光
を
形
と

れ
り
。
其
故

は
昔

三
笠
山

に
て
鶯

に
三
光

に
啼

音

み
か
さ
わ
か
く
さ

を
習
は
し
め
し
と
い

へ
る
古

説
も
あ
り

て
、

三
蓋
嫩
草

の
諸
山
、
鶯

の
名
所
地

と
し
て
世

に
知

ら
れ
古
歌
又
多
し
。

に
ほ
ひ
ど
り

つ
き

ひ

花
蘂
或
は

「
に
ほ
ひ
」
と
い
ひ
鶯
の
異
名
を
匂
鳥
と
も
い
へ
は
、
か
た
は
ら
土
地
の
名
物
の
因
み
て
之
を
作
れ
り
。
又
月
日
、
鶯
の
滝

な
る
あ
る
を
や
。

(
『奈
良
市
公
報
』
第
四
号
、
明

治
三
十
六
年
五
月
二
十
日
発
行
)

明
治
三
十

一
年

(
天
九八)
二
月
、
奈
良
市
発
足
当
初
、
市
政
の
諸
機
関
は
ま
だ
備
わ
ら
ず
、
安
元
市
長
事
務
取
扱

は
、
も

っ
ぱ
ら
事
務
の
整
理
に
つ
と
め
、
新
制
度
を

つ
く
り
だ
す
の
に
努
力
し
た
。
同
年
四
月

に
収
入
役
が
お
か

れ
、
会
計
事
務
を
管
掌
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

つ
い
で
五
月
か
ら
翌
年
三
月
に
い
た
る
市
費
の
予
算
案
を
編
成
、
議
決
さ
れ
た
。
そ
の

後
は
市
制
の
定
あ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
予
算
は
毎
年
度
末
迄
に
市
会
に
提
出
し
て
そ
の
協
賛
を
経
、
ま
た
決
算
は
年
度
末
後

一
か
月
以

内

に
市
会
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。

奈
良
市
の
財
政
状
況
を
み
る
と
、
市
制
発
足
当
時
、
明
治
三
十

一
年
度
の
歳
入
は
、
三
万
七
七
二
二
円
余
、
歳
出

は
三
万
四
〇
七
九

円
余
で
あ

っ
た

(ち
な
み
に
、
明
治
二
十
二
年
く
一八
八
九
V
、
町
村
制
発
足
直
後
の

奈
良
町
の
財
政
ば
、
歳
入
出
規
模
は
、
約
八
一七
〇
円
余
で
あ
っ
た
)
。

と
こ
ろ
が
、
市
制
施
行

一
〇
年
後
の
明
治
四
十
年

(一九〇七)
度
に
は
、
歳
入
が

=

万
六
七

一
六
円
余
、
歳
出
が

一
一
万
〇
四
四
三

円
余
と
、
約
三
倍
に
膨
脹
し
た
。
こ
の
膨
脹
は
、
日
露
戦
争
後
に
商
工
業
の
発
達
を
み
た
の
と
、
市
の
新
規
事
業
が
計
画
さ
れ
、
こ
と

に
道
路
の
新
設

(春
日
社
一の
鳥
居
か
ら
高
畑
北
天
満
へ
通
じ
る

約
二
〇
〇
胡
の
道
路
、
明
治
四
十
年
五
月
完
成
)
を
は
じ
め
、
椿
井
小
学
校
の
改
築

(棚
舶
駟
魁
嚥
)
6
佐
保
川
伝
染
病
院

の
増
築
な

ど
が
あ
り
、
明
治
三
十

一
年
度
に
は
六
五
二
円
余
で
あ

っ
た
土
木
費
が
、
日
露
戦
争
の
期
間
を
除
い
て
年
を
追

っ
て
増
加
し
、
明
治
四

十
年
度
に
は
二
〇
八
八
円
余
と
な

っ
た
。
ま
た
臨
時
費
は
膨
脹
に
次
ぐ
膨
脹
を
示
し
、
明
治
三
十

一
年
度
に
お
い
て
は
総
臨
時
費
が
わ

奈

良

市

初

期

の

財

政
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ず
か
二
〇
〇
〇
円
程
度
で
あ

っ
た
も
の
が
、
明
治
四
十
年
度
に
お
い
て
は
六
万
九
四
四
六
円
余
の
巨
額
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

は
土
木

・
教
育

・
衛
生
等
に
関
す
る
諸
費
用
の
増
加
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
。

そ
の
後
、
市
政
の
発
展
に
と
も
な
い
、
市
費
は
年
を
追

っ
て
膨
脹
し
、
大
正
元
年

(
一九
三
)
度
に
は
、
歳
入

一
〇
万
九
三
八
〇
円
余
、

歳
出
九
万

一
二
七
二
円
余
と
な
り
、
五
年
後
の
大
正
五
年
度
に
は
歳
入

一
七
万
七
八
六
四
円
余
、
歳
出

一
五
万

一
六
八
〇
円
余
と
な

っ

た
。
さ
ら
に
大
正
十
年
度
に
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
を
通
じ
て
み
ら
れ
た
日
本
の
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
る
好
況
と
物
価
高
を
反
映
し

て
急
膨
脹
し
、
歳
入
は
四
五
万
八

一
〇
四
円
余
、
歳
出
は
三
九
万

=
二
〇
四
円
余
と
な
り
、
市
制
施
行
二
三
年
に
し

て
奈
良
市
の
財
政

規
模
は
約

一
一
倍
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
奈
良
市
財
政
の
膨
脹
は
、
歳
入
に
お
い
て
は
使
用

料
お
よ
び
手
数
料
の
増
加
、
雑
収
入
あ
る
い
は
繰
越
金

・
交
付
金

等

の
著
し
い
増
加
と
と
も
に
、
と
く
に
市
税
の
増
徴
が
著
し
か

っ

た
結
果
で
あ
る
。
市
税
は
明
治
三
十

一
年

C1:九八)
度
、

二
万
〇

三
〇
九
円
余

で
あ

っ
た
が
、
明
治
四
十
年
度
に
は
四
万
四
三
〇

一

円
余
、
大
正
元
年

(一九
三
)
度
に
は
八
万
四
〇
六
五
m冂
余
、

大
正

五
年
度
に
は

=

万

一
〇
三
二
円
余
と
な
り
、
大
正
十
年
度
に
は

二
八
万
八
六
八

一
円
余
と
、
市
制
発
足
当
時
の
実
に

一
四

・
二
倍

強

に
達
し
た
。
市
制
施
行
後

一
〇
年
ご
と

の
明
治

三
十

一
年

(穴
九八)

・
明
治
四
十

一
年
、
大
正
七
年

(一九
天
)
の
歳
入
出

の
規

模
を
図
示
す
れ
ば
図
5
の
と
お
り
で
あ
る
。

図5市 制施行10年後20年後の奈良市の財政規模
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こ
れ
よ
り
先
、
奈
良
市

の
財
政
規
模

の
膨
張
と
と
も
に
、
明
治
三
十
七
年

(一九〇四)
七
月
、
市
会
の
協
賛
を
経
て
、

市
基
本
財
産
蓄

積
規
定
が
制
定
さ
れ
た
。
予
知

で
き
な
い
収
入
や
金
穀
な
ら
び
に
歳
入
出
決
算
残
余
金
の
二
分
の

一
以
上
を
蓄
積
す

る
と
と
も
に
、
ま

た
毎
年
度
市
費
を
も

っ
て
若
干
ず

つ
蓄
積
し
、
市
財
政
の
基
礎
を
確
立
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
大
正

二
年

(
一九
1il>
に

は
、
市
奨
学
基
本
金
蓄
積

規
定
が
、
同
五
年
に
は
市
財
産
管
理
規
定
が
制
定
さ
れ
、

つ
い
で
株
式
会
社
六
十
八
銀
行
、
同
三
十
四
銀
行

奈
良
支
店
、
同
奈
良
銀
行
、
同
奈
良
県
農
工
銀
行
、
同
産
業
銀
行
奈
良
支
店
の
五
行
が
、
そ
の
管
理
預
入
れ
銀
行
に
指
定
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
歳
入
の
増
加
と
と
も
に
、
歳
出
も
年
を
追

っ
て
膨
脹
し
た
が
、
市
財
政
は
十
分
な
余
裕
を
持

つ
に
は
ほ
ど
遠
か

っ
た
。
し

た
が

っ
て
、
市
独
自
の
大
事
業
を
起
こ
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
財
源
は
公
債
な
ど
の
借
入
金
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
次
章
に
述

べ
る
奈
良
市
の
上
水
道
の
敷
設
が
、
国
庫
な
ら
び
に
県
債

の
補
助
お
よ
び
市
債
を
起

こ
し
て
行
わ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
奈
良
市
の
財

政
状
況
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
。

2

日
清

・
日
露
戦
争
と
奈
良
市

第二章 奈良市の成立

日
清
戦
争
お
よ
び
日
露
戦
争
は
、
日
本
の
近
代
的
発
展
に
大
き
な
か
か
わ
り
を
も

つ
戦
争

で
あ

っ
た
。
こ
の
二

つ

の
戦
争
を
経
て
、
国
際
的
に
は
、
日
本
が
イ
ギ
リ
ス

・
ア
メ
リ
カ

・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
帝
国
主
義
諸
国
と

な
ら
び
、
い
っ
ぽ
う
で
は
朝
鮮
や
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
支
配
的
地
位
を
固
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
朝
鮮

や
中
国
に
広
大
な
市
場
を
得
た
日
本
の
資
本
主
義
は
、
戦
争
の
た
び
ご
と
に
飛
躍
的
に
発
展
し
、
国
内

の
経
済
生
活

は
も
と
よ
り
、
国

民

の
思
想
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
日
本
の
軍
備
は

一
層
強
化
さ
れ
、

こ
の
奈
良
市
に
も
日
露
戦
争

の
後
、
陸
軍
の

部
隊
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
る
。

日

清

戦

争

と

奈

良
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ま

ず
、

日
清

戦

争

(明
治
二
十
七
～
八
年

・
一八
九
四
～
五

)

は
、

日
本

が
体

験

す

る

は

じ
め

て

の
本

格

的

な

対

外

戦

争

で
あ

っ
た

。

こ

の

戦

争

で

は
、

十

分

準

備

さ

れ

た

日
本

軍

は
、

清

国

の
主

と

し

て
李

鴻

章

の
私

兵

と

し

て

の
色

合

い

の
濃

か

っ
た

北

洋

軍

閥

の
軍

隊

と

戦

い
、

連

戦

連

勝

を

お

さ

め

た
。

当

時

の
奈

良

町

の
動

き

を

示

す

史

料

を

一
つ
掲

げ

て
お

こ
う

。

明
治
廿
七
年
十

一
月

二
十
六

日

奈
良
町
六
小
学
校
合
併

シ
テ
日
清
戦
捷
祝
賀
会

ヲ
奈
良
公
園
地

二
催

シ
、
続

テ
若
草
山
麓

へ
大
運
動
会

ヲ
ナ

ス
。
蓋

シ

一
ハ
以

テ
連
戦

連
捷

ヲ

賀

シ
、

一
ハ
以
テ
敵
愾

ノ
勇
気

ヲ
鼓
舞

シ
、
忠
君
愛
国

ノ
志
念

ヲ
喚
起

セ
シ
メ
ン
タ
メ
ナ
リ
。
本
年

ハ
此

ノ
主
旨

ニ
ヨ
リ
、
或

ハ
幻
灯

ヲ
使

用

シ
バ
シ
バ

シ
テ
戦
状

ヲ
映
写

シ
、
或

ハ
談
話
会

ヲ
催

シ
テ
吾
兵
士

ノ
義
勇
心

二
富

ミ
タ

ル
ヲ
語
リ
タ

ル
等

ノ
挙
、

厦

ア
リ
タ
リ
キ
。

語

二
日
ク
、

刺
戟

ハ

酔
生
夢
死

ノ
興
奮
剤

ナ
リ
ト
。
実

二
然

リ
、
為

メ

ニ
坊
間
俚
謡

ノ
声

ハ
止

ミ
テ
軍
歌

ト
ナ
リ
、
日
兵
強
矣

ノ
語

ハ
可
憐
ナ

ル
児
女

子

ノ
嬌
舌

二

上

ル

ニ
至

レ
リ
。

(奈
良
市
立
椿
井
小
学
校

『学
校
永
代
記
録
』

)

日
清

戦

争

の
勝

利

に
奈

良

町

の
人

々
が
、

ど
れ

ほ

ど
興

奮

し

、

酔

い
し
れ

た

か
を

こ

の
記
録

か

ら

も
う

か

が

う

こ
と

が

で
き

る
。

な
お
、

日
清

戦

争

に

お

け

る
奈

良

町

の
戦

死

者

は
七

人

で
あ

っ
た

。

の
ち

の

日
露

戦

争

に
く

ら

べ
る

と

戦

死

者

の
数

は

ず

っ
と

少

な

か

っ
た
。

日
清

戦

争

の

は

じ
ま

る
直

前

、

日
本

は

イ
ギ

リ

ス
と

の
間

に
、

明

治

初

年

来

の
懸

案

で
あ

っ
た

条

約

改

正

に
成

功

し

た
6

治
外

法

権

の
撤

廃

を

主

な

内

容

と

す

る

そ

の
改

正

条

約

が

明

治

三

十

二
年

(
穴
九
九
)
発

効

し

た

。

明
治
三
十

二
年
七
月
十
七

日

本

日

ハ
条
約
改
正
実
施

ノ
当

日

二
付
、
祝
意

ヲ
表

ス
ル
為

メ
休
業

シ
、
校
長

ヨ
リ
条
約
改
正
後
外

国
人

二
対

ス
ル
心

得

ヲ
告
諭

セ

ラ
ル
。

(前
掲

『学
校

永
代
記
録
』
)

奈

良

市

で

は
、

そ
れ

を

祝

っ
て
祝

賀

の
行

事

が

行

わ

れ

た

の

で
あ

る

。
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第二章 奈良市の成立

条

約

改

正

と

日
清

戦

争

の
勝

利

は
、

日
本

の
国

際

的

地

位

の
高

ま

り

を

人

々

に
自
覚

さ

せ

た
。

さ

ら

に
中

国

に

お

こ

っ
た
義

和

団

の
鎮

圧

戦

争

(
北
清
事
変
・
明
治
三
十

三
年
く
一
九
〇
〇
V

)

で
、

日

本

は

列

国

の
中

で
も

っ
と

も

多

く

の
軍

隊

を

送

り
、

義

和

団

鎮

圧

の
先

頭

に
立

っ
て
戦

っ
た
。

ロ

シ

ア
と

の
対

立

に
危

機

感

を

つ
の
ら

せ

て

い
た

イ

ギ

リ

ス
は

、

そ

の
日

本

の
軍

事

力

に
注

目

し
、

明

治

三
十

五

年

、

日
英

同

盟

が
結

ば

れ

る
。

こ

の
年

、

奈

良

県

が

「
軍

人

ト
地

方

官

民

ト

ノ
関

係

」

に

つ
い

て
調

査

し

た

が

、

そ

れ

に
対

す

る
添

上

郡

役

所

の
奈

良

県

知

事

あ

て

の
報

告

書

が
あ

る
。

奈

良

市

お

よ
び

そ

の
周

辺

地

域

の
人

々

の
軍

隊

に
対

す

る
動

向

を

知

る

の

に
興

味

あ

る
史

料

な

の

で
、

全

文

を
紹

介

し

て
お

こ
う
。

一
、
現
役
軍
人
ト
地
方
官
民
ト

ノ
関
係
、
就
中
軍
隊

二
対

ス
ル
地
方

民

ノ
意
嚮

明
治
二
十
七
、
八
年
戦
役
以
前

二
在

テ

ハ
、
人
民

一
般
平
和

二
慣

レ
軍
隊

ノ
上

二
意

ヲ
注

ク

コ
ト
薄

ク
、
或

ハ
軍
隊

ノ
全
体

ヲ
局
外

視

(
シ
、

甚
汐
シ
キ

ニ
至
テ
ハ
軍
人
ヲ
視
ル
事
殆
ン
ト
賤
劣
ノ
職
業
ナ
ル
)
(修
正
抹
消
)
ス
ル
ノ
観

(念
)
ア
リ
シ
カ
如

ク
ナ
ル
モ
、

戦

役
後

ハ
思
想

一
変

シ
、

勝
敗
相
反

ス
ル
ト
キ

ハ
国
家
及
祖
先

ノ
邦

ハ
敵

ノ
蹂
躪

ス
ル
所

ト
ナ
リ
、
又
今
日

ア
ル

ヘ
カ

ラ
サ

ル
ヲ
想

ヒ
、
建

国

ノ
根

元

二
基

キ
、
国

民
挙

テ
国
家
及
父
母

ノ
邦

ヲ
保
護

セ
ン

ニ
ハ
必

ス
兵
役

二
服

シ
、
之

レ

ニ
依

テ
外
帝
国

ノ
尊
厳

ナ
ル
威
権
ト
名
誉

ヲ
保
持

シ
、
内
社
会

ノ
秩
序

ヲ
維

持

セ
サ
ル

ヘ
カ
ラ

ス
ト
ノ
精
神
、

一
般

ノ
頭
脳

二
銘
刻

ス
ル

ニ
至

レ
リ
。
後

チ
北
清

ノ
変
起

ル
ヤ
益
此
精
神
鞏
固
ト

ナ
リ
、
軍
隊

二
対

ス
ル
尊

敬

ノ
意
愈
厚

ク
、
之

二
対

ス
ル
関
係
愈
親
密

ナ
ル

ニ
至

レ
リ
。
是

二
於

テ
平
軍
人

ノ
地
方
官
民

二
対

ス
ル
懇
切

二
、
地
方
官
民

ノ
軍
人

二
対

ス

ル
最
叮
重

二
、
所
謂
文
武
自
治

ノ
域

二
進

ミ
タ
ル
カ
如

キ
モ
是

レ

一
般

ノ
観
察

ニ
シ
テ
、
今
之

ヲ
個
人

二
分
析

セ

ハ
未

タ
尚
老
年

ノ
輩

二
於

テ

其

意
嚮

然

ラ
サ

ル
モ
ノ
ア
ル
カ
如

シ
。

二
、

徴
兵

二
対

ス
ル
地

方
民

ノ
意

嚮

世
運
駸
々

ト
シ
テ
日

二
進
ミ
、
百
般

ノ
知
能

絶

ヘ
ス
長

足

ノ
進
歩

ヲ
ナ

ス
ニ
反

シ
、
現
時

ノ
徴
兵

二
対

ス
ル
思
想
未

夕
幼
稚

ニ
シ
テ
尚

旧
観

ヲ

改

メ
ス
。
然

レ
ト
モ

一
旦
事
変

ノ
起

ル
ヤ
勇
気
頓

二
勃
興

シ
、
老
男

幼
女

モ
亦
戦
員

二
加

ハ
ラ

ン
事

ヲ
望

ミ
、

明
治

二
十
七
、

八
年

ノ
役
、

北

当
時
の
軍
隊
と

官
民
と
の
関
係
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清

ノ
変

二
於

テ
ソ
ノ
実
徴

ヲ
認

ム
ル
所

ナ
ル
モ
、
平
時

二
於

テ
徴
兵

二
対

ス
ル
意
嚮
未
タ
爰

二
至

ラ
サ
ル
ハ
、
蓋

シ
故

ア
ル
カ
如

シ
。
現
時
少

壮

ノ
輩

二
在

テ

ハ
、
兵
役

ハ
至
重

ノ
権
利
即
名
誉

ニ
シ
テ
、
帝
国

ノ
男
児
タ

ル
モ
ノ

ハ
兵
役

二
服

ス
ル

ハ
先

天

ノ
命

令

ニ
シ
テ
、
亦

必
任
義
務

ナ
ル

ヘ
キ
事

ハ

一
般

ノ
感
情
既

二
然

ル
モ
、
只
父
兄

二
於

テ
進

ン
テ
徴
兵

二
服
セ

シ
ム

ル
ヲ
欲

セ
ス
。
中

ニ
ハ
現
役

二
当
籤

セ
サ

ル
ヲ
反

テ
万

一
ノ
僥
倖
ト
恃

ム
所
以

ノ
モ
ノ
ハ
、
本

意

ヨ
リ
出

ツ
ル
ニ
ア
ラ

ス
、

子
弟

ノ
苦
難

ヲ
憂

フ
ル
ニ
ア
ラ

ス
、
事
変

ヲ
怖

ル
ル

ニ
ア
ラ

ス
。
其

原
因

ノ
存

ス
ル
所

ヲ
察

ス
ル
ニ
、
慥

二
其

一
ハ
子
弟

力
現
役
中
父

兄

二
対

シ
金
銭

ヲ
要
求

ス
ル
事
屡

ニ
シ
テ
、
又
其
額
多

ク
、
関
係
官
衙

ヨ
リ
厦
之

レ
カ
送
金

ノ
必
要

ナ
キ

ヲ
諭
示

セ
ラ
ル
ル

モ
、
父

兄
親
族

一
時

ノ
愛
情

二
駆

ラ
レ
逆

二
之

二
応

ス
ル

ニ
因

ル
。
其
他
満
期
兵
力
現
役
中
厳

正

ナ

ル
規
律

ノ
下

二
生
活

シ
、
困
苦

ヲ
忍

ヒ
欠
乏

二
堪

フ
ル
ノ
状

ヲ
誇
大

二
流
言

ス
ル
ヲ
以

テ
、
軍
隊

ノ
生
活

二
通
暁

セ
サ
ル
モ
ノ

ハ
徒

二
子
弟

ノ

前
途

ヲ
憂
慮

ス
ル
カ
如

シ
。
更

二
之

ヲ

一
言

セ

ハ
、
人
民

一
般
未

タ
尚
軍
隊

ノ
実
況

ヲ
承
悉

セ
サ
ル

ニ
外

ナ
キ

ヲ
信

ス
。
然

レ
ト
モ
近
年
徴

兵

検
査

二
当

リ
不
参
者
甚
少

ク
、
殊

二
詐
譎

ヲ
以

テ
徴
集

ヲ
忌
避

ス
ル
者

ノ
如
キ

ハ
之

レ
ナ
キ

ニ
至
リ
タ

ル

ハ
、
亦
以

テ
国
民
皆
兵

ノ
旨
趣

ヲ
銘

心

ス
ル

ニ
在

ル
モ
ノ
ト
謂

フ

ヘ
キ

ナ
リ
。

三
、
在
郷
軍
人

一
般

ノ
状
況

現
今
在
郷
軍
人

ハ
名
誉

ヲ
貴

ヒ
、
品
位

ヲ
重

ン
シ
、
兼

テ
衆
人

ノ
敬
愛

ヲ
受
ケ
、

旧
来

「
兵
隊

上
リ
」

テ
フ
悪
評

ヲ
蒙

リ
タ
ル

ヲ

一
洗

シ
、

以

テ
地
方
人
民

ノ
模
範

タ
ル

ヘ
キ

ニ
意

ヲ
注
キ
、
ロ

ニ
唱

フ
ル
所

ハ
身

二
之

ヲ
行

ピ
、

或

ハ
簡

閲
点
呼

二
、
或

ハ
演

習
召
集

二
、
其
他

日
時

ノ
制

限

ア
ル
モ
ノ
ハ
之

ヲ
誤

ル
モ
ノ
殆

ト
ナ
ク
、
殊

二
服
役
条
例
、

召
集
条
例
等

二
規
定

セ

ラ
レ
タ
ル
在
郷
軍
人

ノ
願
届

ノ
如

キ

ハ
、

一
面

二
於

テ

在
郷
者

ノ
服
務
上

ノ
規

律
、

換
言

セ

ハ
郷

関

二
在

テ
遵
守

ス
ヘ
キ

一
種

ノ
軍
紀

ノ
命

ス
ル
動
作

ニ
シ
テ
、
即
其
怠
否

ハ
直

二
所
謂
軍
紀

ノ
弛
張

ヲ
表

明

ス
ヘ
キ

モ
ノ
ナ

ル
事

ヲ
覚
悟

ス
ル
ニ
至

リ
、
其
結
果
従
来
届
出
期
限

ヲ
過

リ
、
間

々
其
制
裁

ヲ
受

ケ
タ
ル
者

ア
リ
シ
モ
、
近
来

ハ
殆

ン

ト
之

レ
ナ
キ

ニ
至

リ
タ
リ
。
然

リ
ト
雖

モ
其
願
届
書

ニ
シ
テ
未

タ
自

ラ
之

ヲ
認

ム
ル

(能

ハ
ス
)
モ
ノ
少

ナ
ク
、

地
方

一
般

ノ
弊

習

ト

シ
テ
役

場
吏

員

二
依
頼

ス
ル
カ
如

キ

ハ
甚
遺
憾

ト

ス
ル
所

ナ
リ
。
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四
、
現
役
兵
及
在
郷
軍
人
ノ
タ
メ
地
方
官
民
ノ
設
立
シ
ア
ル
義
会
ノ
種
類
并
二
其
実
況

本
郡
ニ
ハ
遠
ク
以
前
ヨ
リ
尚
武
会
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
設
立
シ
、.
陸
海
軍
二
服
役
ス
ル
者
及

一
般
軍
人
ヲ
優
遇
シ
、
且
ツ
在
郷
軍
人
ノ
品
位
ヲ
保
持
ス

ル
ニ
務
メ
実
行
シ
ツ
ツ
来
タ
リ
タ
ル
モ
、
明
治
三
十
四
年
規
約
ヲ
改
メ
、
同
年
六
月

一
日
ヨ
リ
実
施
シ
益
其
実
ヲ
挙
ケ
ン
ト
ス
。
殊
二
各
町
村

ニ
ハ
尚
武
会
ノ
事
業
ト
シ
在
郷
軍
人
会
ヲ
置
キ
、
在
郷
軍
人
ノ
品
位
ヲ
保
持
シ
一
般
軍
事
思
想
ノ
発
達
ヲ
図
リ
、
兼
テ
在
郷
軍
人
ノ
心
得
ヘ
キ

条
例
規
則
等
ヲ
研
究
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
、
爾
来
実
行
シ
ツ
ツ
ア
ル
ニ
其
成
績
芳
シ
ク
、
将
来
益
々
盛
大
二
趨
ク
ノ
状
勢
ナ
リ
。

(添
上
郡
役
所
『自
明
治
三
十
五
年
至
明

治
四
十
年
例
規

兵
事
ノ
部
』
所
収

)

明
治
三
十
七
年

(一九〇四)
二
月
、
朝
鮮

・
満
州
の
支
配
を
め
ぐ

っ
て
帝
政

ロ
シ
ア
と
の
戦
争
が
は
じ
め
ら
れ
た
。

八
日
、
仁
川

・
旅
順
で
火
ぶ
た
が
き
ら
れ
、
十
日
に
は
宣
戦
布
告
、
翌
日
、
ち
ょ
う
ど
紀
元
節

の
日
の
新
聞

で
、

人

々
は
そ
れ
を
読
ん
だ
。
帝
政

ロ
シ
ア
へ
の
敵
愾
心
は
、
日
清
戦
争
直
後

の
三
国
干
渉

い
ら
い

「臥
薪
嘗
胆
」

の
声

と
と
も
に
高
ま

っ

て
い
た
。
し
か
も

ロ
シ
ア
は
当
時
世
界
最
大
の
陸
軍
国
と
見
ら
れ
て
お
り
、
戦
争

へ
の
緊
張
は
大
き
か

っ
た
。

日
本
政
府
は
国
民
の
戦
争

へ
の
動
員
に
つ
い
て
も
十
分
準
備
を
固
あ
て
い
た
。
と
り
わ
け
莫
大
な
戦
費
の
必
要
が
見
込
ま
れ

(麒
櫞
雌

讖
贋
伽
瀰
臣
軌
黼
訊
杁
粕
範
砺
醐
貊
務
勤
弍
緲
F
調
殲
繭
バ
鯵
糖
躰
部
硲
抒
欟
糺
硫
駈
臆
湖
で
)、
そ
の
戦
費

の
捻
出

の
た
め
国
税
の
徴
集
が
著
し

く
強
化
さ
れ
た
。

い

っ
ぽ
う
、
国
民
が
そ
の
負
担
に
た
え
ら
れ
る
た
あ
、
地
方
税
の
賦
課
は
極
度
に
き
り
つ
あ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
市
町
村
で
は
極
端

な
財
政
の
き
り

つ
め
、
そ
れ
に
よ
る
土
木

・
営
繕
事
業
の
廃
止
、
中
止
、
繰
延
べ
な
ど
が
続
出
し
た
の
で
あ
る
。

奈
良
市

で
も
、
明
治
三
十
六
年

(死
0i1)
の
市
税
三
万
二
四
二

一
円
に
対
し
、
三
十
七
年
は
二
万
七
〇
二
六
円
、

三
十
八
年

は
二
万

五
二
〇
五
円
と
減
額
さ
れ
て
い
る
。
歳
入
合
計
も
明
治
三
十
六
年
の
五
万
六
二
八
二
円
に
対
し
、
三
十
七
年
は
四
万
七
〇
九
九
円
、
三

十
八
年

に
は
四
万
二
八
六
〇
円
と
な

っ
た
。
歳
出
も
当
然
緊
縮
減
額
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
土
木
費
が
明
治
三
十
六
年
の
五
〇

=
二
円

に
対
し
て
、
三
十
七
年
に
は

一
挙
に
七
四
二
円
と
な
り
、
三
十
八
年
に
も
引
き

つ
づ
い
て
九
九
六
円
に
と
ど
ま

っ
た
の
が
注
目
さ
れ
た
。

日

露

戦

争

と

奈

良

市
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こ
う
し
て
日
露
戦
争
の
開
戦
と
と
も
に
、
奈
良
市
で
も

市
民
の
生
活
に
深
刻
な
影
響
が
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
奈
良

市

の
人

口
は
明
治
三
十
六
年

(一X0
≫1)
に
は
、
三
万
一一二

三
〇
人
を
数
え
た
が
、
三
十
七
年

に
は

一
挙
に
約
五
六
〇

〇
人
余
り
も
減
り
、
二
万
七
四
六

一
人
と
な

っ
て
し
ま

っ

た
。

こ
れ
は
奈
良
市
発
足
当
時
の
人
口
を
下
ま
わ
る
。
経

済
的
不
況
が
ど
れ
ほ
ど
深
刻
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
う
か

が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
口
が
三
万
三
〇
〇
〇
人
台

を
回
復
す
る
の
は
、
明
治

四
十

二
年

の
こ
と

で
あ

っ
た

(図
6
)。

奈
良
市
の

「明
治
卅
七
年
中
事
務
報
告
」
は
い
う
。

本
年
ハ
千
古
未
曾
有
ノ
時
局
二
際
会
シ
、
且
ツ
吏
員
ノ

数
ハ
三
十
六
年
二
比
シ
其
定
員
ヲ
減
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以

テ
、
常
二
繁
忙
ヲ
極
メ
タ
リ
、
(中
略
)
特
二
市
吏
員
ノ

苦
心
ト
労
ト
ヲ
費
セ
シ
モ
ノ
ハ
国
庫
債
券
ノ
募
集
ナ
リ
。

第

一
回
、
第
二
回
、
第
三
回
共
、
各
町
総
代
ヲ
市
役
所

二
召
集
シ
、
熱
心
二
談
シ
タ
ル
上
、
更

二
市
吏
員
親
シ

ク
各
町
二
出
張
シ
、
総
代
若
ク
ハ
個
人
二
就
キ
、
熱
誠

図6明 治後半期の奈良市の戸数 ・人口
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応
募

ヲ
勧
誘

セ
リ
。
其
結
果
第

一
回
、
第
二
回

ノ
応
募

ハ
当
初

ノ
予
定

ヲ
超

過

シ
、

第
三
回

ハ
予
定

ノ
七
分

以
上

ヲ
得

タ
リ
、

(後
略
)

(
『奈
良
市
公
報
』
第
四
十
四
号
、

明
治
三
十
八
年
二
月
六
日
発
行

)

経

済

的

不

況

に
も

か

か

わ

ら

ず

、

そ
れ

だ

け

に
政

府

は
町

や

村

で
、

戦

争

の

ニ

ュ
ー

ス
を
伝

え

る

幻
灯

会

な

ど

を
繰

り

返

し
行

い
、

国

民

の
戦

争

へ
の
動

員

に

さ
ま

ざ

ま

な

工

夫

が

こ
ら

さ

れ
た
。

そ
れ

が
、

人

々

の
戦

争

へ
の
関

心
を

高
め
、

緊
張

を
強

め
、
戦
勝

の

ニ

ュ
ー

ス
の

た
び

に
興

奮

を

か

き

た

て

た
。

い
ま

奈

良

市

内

の
各

小

学

校

に
所

蔵

さ

れ

て

い
る

そ

れ

ぞ

れ

の
学

校

沿

革

史

に
は
、

枚

挙

に

い
と

ま

が
な

い

ほ

ど
、

そ

の
状

況

を

伝

え

る
記

事

が

見

ら

れ

る
。

そ

の
中

か

ら

、

二

、

三

を

つ
ぎ

に
あ

げ

て
お

こ
う
。

明
治
三
十
七
年
九
月
六

日

当
市
各
小
学
校
合
併

シ
テ
遼
陽
占
領

ノ
祝
賀
式

ヲ
挙
行

ス
、
其

ノ
概
況
左

ノ
如

シ
。

午
前
五
時
三
〇
分
、
興
福
寺
金
堂
前

二
集
合

シ
、

ソ
レ
ヨ
リ
三
千
有
余
名

ノ
児
童

ハ
各
自
陸
海
軍

ノ
擬
旗

ヲ
持
チ
若
草

山

二
行
進

シ
、

予

メ
区

劃

セ
ル
通

リ
山
腹

ニ
テ

一
大
祝
字

(東
西
八
十
間
、

南
北
七
十
間
)
形

二
並
列

シ
、
空
砲
合
図

二
万
歳

ヲ
三
唱

シ
、
各
自
持
参

ノ
陸
海
軍

ノ
擬

旗

ヲ
残

シ
テ
帰
途

ニ
ツ
ケ
リ
。
旗

ニ
テ
前

ノ

一
大
祝
字

ヲ
画

ケ
ル
有
様
壮
観

ナ
リ
シ
ト
テ
、
当
地

ハ
勿
論
、
東
京

ノ
新
聞
紙
上

ニ
モ
喝
采

ヲ
博

セ
リ
。

尤

モ
当

日
写
真
師
等

ハ
現
景

ヲ
模
写

セ
シ
ナ
リ
。

(前
掲
、
椿
井
小
学
校

『学
校
永
代
記
録
』
)

明
治

三
十
七
年
十
月

三
十

一
日

添
上
郡
視
学
荻
野
亮
次
郎
出
張
、
戦
時
幻
灯
会
開
催

セ
ラ
ル
。
聴
衆
者
凡

四
百
有
余
名

ニ
シ
テ
、
説
明

ノ
懇
篤

ナ
リ

シ
タ

メ
大

二
護
国
的
観

念

ヲ
喚
起

セ
リ
。

(
奈
良
市
立
水
間
小
学

校

『学
校
沿
革
史
』
)

明
治

三
十
八
年

一
月
十

日

旅
順
陥
落
祝
賀
式

ヲ
公
園
芝
生

二
於

テ
執
行

シ
、
余
興

ト
シ
テ
奈
良
市
聯
合
運
動
会

ヲ
催

セ
リ
。

(
前
掲
、
椿
井
小
学
校

『学
校
永
代
記
録
』
)

奈
良

市

兵
事

会

で
は
、

日
露

戦

争

が

は

じ

ま

る

と
、

明

治

三
十

七

年

(
一九
〇
四
)

四
月

、

会

則

を

変

更

し

、

本

部

を

市

役

所

内

に
お

き
、
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奈
良
市
在
住

の
在
郷
軍
人
の

一
致
団
結
を
は
か
り
、
ま
た
訓
練
部
を
設
け
て
壮
丁
に
予
備
訓
練
を
行
い
、
そ
の
ほ
か
入
営
家
族
の
保
護

な
ら
び
に
扶
助
を
行

っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
市
内
の
軍
人
家
族
の
困
窮
者
を
保
護
し
た
。
同
年
八
月
中
、
保
護
戸
数
は
七

一
戸
、
人
員

は

一
五
七
人
、
保
護
扶
助
金
額
は

一
四

一
円
四
〇
銭
に
達
し
た
。
翌
三
十
八
年
に
は
奈
良
市
授
産
場
を
設
け
、
市
内
軍
人
家
族
お
よ
び

遺
族
に
対
し
て
、
生
業
を
授
け
る
こ
と
と
な

っ
た
。

な
お
日
露
戦
争
に
お
け
る
奈
良
市
内
の
戦
死
者
は
四
四
人
で
あ

っ
た
。

日
露
戦
争
は
苦
戦

の
な
か
に
も
、

日
本

の
勝
利
に
終
わ
り
、
明
治
初
年
い
ら
い
の
朝
鮮
支

配
の
目
的
を
達
し

(そ
れ
は
明
治
四
十
三
年
、
「韓
国
併
合
」
陛
日
本

に
よ
る
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
と
な
っ
て
実
現
す
る
)
、
さ
ら
に
広
大
な
南
満
州
の
地
を
事
実
上
、
日
本
の
勢
力
圏
と
し
た
。

こ
う

し
た
戦
勝

の
勢
い
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
奈
良
地
方
で
は
明
治
四
十

一
年

(
吾

八)
十

一
月
、
天
皇
を
統
監
と
す
る
特
別
大
演
習
が
行

わ
れ
た
。

特
別
大
演
習
と
は
、
二
個
以
上
の
師
団
お
よ
び
そ
の
他
の
部
隊
が
参
加
し
、
こ
れ
を
二

つ
の
軍
に
分
け
対
抗
さ
せ

て
行
わ
れ
る
演
習

で
あ
り
、
天
皇
み
ず
か
ら
統
監
と
な
り
、
演
習
全
体
を
統
括
し
命
令
を
下
し
監
督
す
る
、
演
習
の
な
か
で
も
最
大
規
模
の
も
の
で
あ

っ

た
。
明
治
二
十
五
年

(天
九二)、
宇
都
宮
地
方
で
初
め
て
行
わ
れ
、

つ
い
で
大
阪

(一一軒
)

・
仙
台

(旺
軒
)

・
熊
本

(応
軒
)

・
姫
路

(三
十
六
年
)
の
各
地
方
で
行
わ
れ
、
日
露
戦
争
以
後
、
明
治
四
十
年
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
毎
年
、
定
期
的
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

明
治
四
十
年

(一九〇七)、
来
年
は
奈
良
地
方
で
陸
軍
特
別
大
演
習
が
行
わ
れ
る
と
の
風
評
が
あ
り
、
奈
良
市

で
は
、
翌
年
七
月
末
か

ら
、
前
年
の
演
習
の
地
域
と
な

っ
た
茨
城
県
結
城
地
方
に
、
助
役

・
収
入
役
な
ど
を
出
張
、
視
察
さ
せ
た
。
そ
し
て
同
年
十
月
か
ら
臨

時
事
務
室
を
市
会
議
事
堂
に
設
け
、
そ
の
準
備
に
あ
た

っ
た
。

明
治
四
十

一
年

(一九〇八)
十

一
月
九
日
か
ら
大
山
巌

・
山
縣
有
朋
両
元
帥
を
は
じ
め
軍
の
高
官
が
あ
い
つ
い
で
奈
良
市

に
到
着
し
、

翌
十
日
に
は
、
天
皇
が
奈
良
市
に
行
幸
、
奈
良
倶
楽
部
を
大
本
営
に
あ
て
、
演
習
中
そ
こ
に
宿
泊
し
、
大
演
習
を
統
監
し
た
。
こ
の
間
、

陸

軍

特

別

大

演

習
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奈
良
市
に
宿
泊
し
た
軍
隊
は
、
統
監
部
お
よ
び
同
付
属
電
信
隊
、
な
ら
び
に
第
九
師
団

の
歩
兵

・
騎
兵

・
工
兵
の
諸
部
隊
で
あ

っ
た
。

こ
の
陸
軍
特
別
大
演
習
は
、
第

一
次

・
第
二
次

に
分
か
れ
て
お
り
、
第

一
次
は
第
四

・
第
十

一
師
団

・
野
戦
重
砲
兵
第

一
大
隊
か
ら

な
る
南
軍
第

一
軍
と
、
第
九

・
第
十
六
師
団

・
野
戦
重
砲
兵
第
二
大
隊
か
ら
な
る
北
軍
第
二
軍
の
対
抗
を
も

っ
て
、
主
と
し
て
大
和
平

野

で
行
わ
れ
た
。
南
軍
は
陸
軍
大
将
乃
木
希
典
、
北
軍
は
陸
軍
大
将
貞
愛
親
王
が
指
揮
官
で
あ

っ
た
。
第
二
次
は
仮
設
敵
に
対
す
る
北

軍
第
二
軍

(第
十
一師

団
を
増
加
)

の
戦
闘
演
習
で
あ

っ
た
。

天
皇
は
十

一
日
、
畝
傍
停
車
場
ま
で
汽
車
、
そ
れ
か
ら
馬
車

で
耳
成
山
に
行
き
、
演
習
を
統
裁
し
た
。
翌
十
二
日
に
は
帯
解
停
車
場

ま

で
汽
車
、
帯
解
村
柴
屋

で
演
習
を
統
裁
、

つ
い
で
十
三
日
に
は
、
法
隆
寺
ま
で
汽
車
、
そ
れ
か
ら
馬
車
で
河
合
村
城
古
大
塚
山
に
行

幸
、
演
習
を
統
裁
し
た
。
十
四
日
に
は
奈
良
停
車
場
か
ら
郡
山
に
い
た
る
街
道
で
閲
兵
式
を
行
い
、
郡
山
停
車
場
か
ら
汽
車
で
奈
良
に

帰

っ
た
。
そ
し
て
午
後
三
時
三
十
分
か
ら
奈
良
公
園
春
日
野
で
開
か
れ
た
大
宴
会
に
臨
席
し
た
。
翌
十
五
日
、
大
本
営
を
出
発
、
奈
良

駅
か
ら
兵
庫
県
舞
子
に
向
か
い
、
十
八
日
、
軍
艦
浅
間
に
乗
り
、
神
戸
沖
の
観
艦
式
に
臨
ん
だ
。

こ
の
大
演
習
中
、
奈
良
県
下
は
も
ち
ろ
ん
、
近
傍
の
各
地
か
ら
は
官
民
を
あ
げ
て
、
小
学
校
の
児
童
を
ふ
く
め
て
天
皇
の
奉
迎

・
演
習

の
参
観
な
ど
に
参
加
し
た
。
ま
の
あ
た
り
に
天
皇
が
統
裁
す
る
陸
軍
の
大
規
模
な
演
習
を
見
て
、
人
々
は
大
き
な
興
奮

に
つ
つ
ま
れ
た
。

そ
の

一
端
を
椿
井
小
学
校
に
残
さ
れ
て
い
る
記
録
か
ら
か
い
ま
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第二章 奈良市の成立

明
治

四
十

一
年
十

一
月
十

日

特
別
大
演
習

二
付
、
本
市

へ
天
皇
陛
下
御
行
幸
遊

バ
サ
レ
タ
ル
ヲ
以

テ
、
職
員
児
童

一
同
春
日

一
ノ
鳥

居
内

二
於

テ
午
後

五
時
十
分
奉
迎

ス
。

同
年
十

一
月
十

一
日

(十
二
日
の
誤
記
)

大
元
帥
陛
下
帯
解
地
方

ノ
大
演
習
御
巡
覧

二
付
、
御
還
幸

ヲ
三
条
通

ニ
テ
奉
迎

ス
。

同
年
十

一
月
十

二
日

(士

二
日
の
誤
記
)
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午
前
十

一
時
四
十
分
ヨ
リ
、
職
員
全
児
童
ヲ
率
ヰ
テ
金
堂
前
二
参
集
シ
、
旗
行
列
ヲ
ナ
シ
テ
一二
笠
山
二
至
リ
、
奉
迎
ノ
ニ
字
ヲ
旗
ニ
テ
顕
シ
タ

リ
。
此
ノ
光
景
辱
ク
モ
天
覧
ノ
光
栄
ヲ
拝
シ
、
御
賞
辞
ヲ
下
シ
賜
ハ
リ
タ
リ
ト
云
フ
。

同
年
十

一
月
十
四
日

午
前
五
時
三
十
分
ヨ
リ
三
学
年
以
上
ノ
男
女
児
童
二
閲
兵
式
拝
観
ヲ
許
サ
レ
タ
リ
。

同
年
十

一
月
十
五
日

天
皇
陛
下
御
還
幸
二
付
、
職
員
児
童

一
般
春
日
大
鳥
居
内
二
於
テ
奉
送
セ
リ
。
但
午
前
十
時
十
分
行
在
所

(倶
楽
部
)
御
発
輦
遊
バ
サ
レ
タ
ル

ナ
リ
・

(前
掲
、
椿
井
小
学
校

『学
校
永
代
記
録
』
)

な
お
、
こ
の
特
別
大
演
習
に
あ
た
り
奈
良
県
が
支
出
し
た
費
用
の
総
額
は
二
二
万
四
六
〇
〇
余
円
で
あ

っ
た

(奈
良
県
行
政
文
書

習
二
関
ス
ル
書
類
』『演
)
。

日
清

・
日
露
の
二
つ
の
戦
争
に
勝
利
し
て
、
日
本
の
軍
事
力
も
大
き
く
な

っ
た
。
従
来
、
奈
良
は
大
津
連
隊
区
に

属
し
て
い
た
が
、
日
清
戦
争
後
の
軍
備
拡
張
に
よ
っ
て
明
治
三
十
年

(
天
九七
)、
京
都
府
下
深

草
村

に
兵
営
を
置

い
た
第
三
十
八
連
隊
が
増
設
さ
れ
る
と
そ
の
管
下
に
な

っ
た
。

つ
い
で
日
露
戦
争
後
の
軍
備
拡
張
に
と
も
な
い
、
連
隊
の
増
設
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
奈
良
市

で
は
木
本
源
吉
ら
が
大
い
に
連
隊
の
誘
致
を
は
か
り
、
高
畑
町
に
四
万
五
〇
六
八
坪

(
一四
・

九
診

)
の
土

地
を
買
収
し
て
、

こ
れ
を
連
隊

の
敷
地
と
し
て
寄
付
し
た
。

こ
う
し
て
明
治
四
十

一
年

(死
〇八)
奈
良
市
に
連
隊
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
明
治
四
十
二
年
、
新
兵
舎

に
第
五
十
三
連
隊
と

し

て
転
営
し
、
奈
良
衛
戍
病
院
も
開
設
さ
れ
た
。

奈
良
市
で
は
連
隊
の
創
設
を
祝
い
、
転
営
の
兵
士
を
迎
え
て
祝
賀

の
行
事
が
行
わ
れ
た
。
明
治
四
十
二
年
三
月
二
十

一
日
、
二
十
二

日
に
は
、
「歩
兵
第
五
十
三
聯
隊
転
営

二
付
、
職
員
児
童
三
条
通

ニ
テ
歓
迎
セ
リ
」、
ま
た
四
月
二
日
に
は

「歩
兵
第
五
十
三
聯
隊
移
転

祝
賀
ノ
為
メ
、
市
内
各
小
学
校
児
童
本
日
午
後

一
時
ヨ
リ
旗
行
列
ヲ
ナ
シ
、
兵
営

二
至
リ
万
歳

ヲ
三
唱
シ
テ
帰
校
セ
リ
」
と
当
時
の
小

奈
良
市
に
陸
軍
第

五
十
三
連
隊
創
設
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学
校
の
記
録
に
あ
る

(前
掲
、
椿
井
小
学
校

『学
校
永
代
記
録
』
)。

第
五
十
三
連
隊
が
奈
良
に
で
き
る
と
、
従
来
、
第
四
師
団
管
下
で
あ

っ
た
奈
良
は
、
京
都
と
と
も
に
第
十
六
師
団
管
下

に
属
す
る
こ

と

に
な

っ
た
。
な
お
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
、
世
界
的
に
軍
備
縮
小
の
風
潮
が
高
ま
り
、
大
正
十
四
年

(一九
二丑
)、

第
五
十
三
連
隊
が

廃
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
京
都
深
草
か
ら
第
三
十
八
連
隊
が
奈
良
に
転
営
、
奈
良
市
に
第
三
十
八
連
隊
が
常
駐
す
る

こ
と
に
な

っ
た
。

第
三
節

教
育

の
発
達

1

初
等
教
育
の
充
実

第二章 奈良市の成立

わ
が
国
近
代
の
学
校
制
度
は
、
明
治
十
九
年

(
天
八六)
の
い
わ
ゆ
る
学
校
令

(輔
輻
楸
鮮
冷
胆
輜
籀
艀
嫐
鈴
.
)

に
よ

っ
て

ほ
ぼ
確
立
さ
れ
た
。
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
尋
常
科
と
高
等
科
の
二
段
階
と
し
、
修
業
年
限
は
そ
れ
ぞ
れ

四
年
、
尋
常
科
を
義
務
教
育
と
し
、
学
科
課
程

・
教
科
書
な
ど
は
文
部
大
臣
が
決
め
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
小
学
校

の
経
費

は
、
児
童
か
ら
徴
集
す
る
授
業
料
と
、

一
般
の
寄
付
金
に
よ
る
こ
と
に
し
、
不
足
の
と
き
は
、
区
町
村
会

の
議
決

に
よ
り
町
村
費
か
ら

補
う
も
の
と
さ
れ
た
。
小
学
校
が
無
月
謝
に
な
る
の
は
、
同
三
十
三
年

(
一九
〇〇)
の
小
学
校
令

の
改
正
に
よ

っ
て
で
あ
る
。

当
時
奈
良
に
は
各
区
に

一
校
ず

つ
の
尋
常
小
学
校
四
校
と
佐
保
村
と
の
連
合
組
合
立
高
等
小
学
校

一
校
が
あ

っ
た
が
、
同
二
十
二
年

(
天
八九)
の
町
制
施
行
に
よ

っ
て
奈
良
町
に
引
き
継
が
れ
た
。

明
治
十
九
年
四
月
十
日
に
公
布
さ
れ
た

「小
学
校
令
」
は
、

一
六
条
か
ら
成
る
簡
潔
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
明
治
二
十
三
年

(穴
九〇)

町

制

下

の

小

学

校
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